
住民基本台帳ネットワークシステム
の概要及び利用状況等について

資料１
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行政機関(国・地方公共団体等)
・年金等の支給事務
・資格試験の実施事務
（司法試験、不動産鑑定士等）

CS
既存住基
システム

【既存住基保有情報】
４情報（氏名・住所・生年月日・性別）、
世帯情報、戸籍、住民となった日、
住民票コード、マイナンバーカード 等

《市町村》 《都道府県ネットワーク》 《全国ネットワーク》

全国サーバ
（J-LISのサーバ）

Ａ県のサーバ

Ｂ県のサーバ

既存住基
システム

CS

○ 住民基本台帳法に基づき、住民の利便性の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民基本台帳
をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムを構築。
➢ 市町村は都道府県に、都道府県は地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に本人確認情報※ を送信
➢ 本人確認情報の提供先及び利用可能事務は法律又は条例で限定

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット）は市町村と都道府県が連携して構築しているシステム
○ また、住民の転出入があった場合等に、関係する情報を市町村間で送信する際にも住基ネット回線を利用している。

（転入地市町村から転出市町村への転入通知、マイナンバーカードを用いた転入手続に係る転出証明書情報通知など）

住民基本台帳ネットワークシステム

CS
既存住基
システム

既存住基
システム

CS

事務の処理に関し、
求めがあったときに限り、
保存期間に係る
本人確認情報を提供

※本人確認情報
４情報(氏名・住所・生年月日・性別)、住民票コード、マイナンバー
及びこれらの変更情報

※ＣＳ（コミュニケーションサーバ）
各市町村の住基システムと住基ネットの橋渡しをするためのサーバ

専用回線
又は

磁気媒体

【CS保有情報】
市町村の住民の
本人確認情報

【都道府県サーバ保有情報】
都道府県の住民の

本人確認情報

【全国サーバ(J-LISのサーバ)
の保有情報】

全国の住民の本人確認情報

専用回線網

転出入に関係する
情報のやりとり

住民基本台帳
ネットワークシステム

A市

B区

C町

D村

転出入
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＜コミュニケーションサーバ＞



住民基本台帳ネットワークシステムの役割
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住基ネットによる行政機関への本人確認情報の件数は、以下のとおり増加しており、これにより、従来、住民が各
種行政手続きの際に求められていた住民票の写し等の添付が省略されている。
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１ 日時 令和３年12月８日（水）９時30分 ～ 11時30分頃

２ 対象者 各都道府県住基ネット担当者、各市町村住基ネット担当者

３ 訓練内容
【障害の想定】
都道府県サーバ集約センターにおいてウイルス疑義が発生したため、安全性が確
認できるまで、処理装置Xをネットワークから切断

【初報・第２報・終報】

地方公共団体情報システム機構⇔都道府県
①障害事象（※第２報は状況、終報は終了）の連絡、②受信確認メールの返信

都道府県⇔市町村
③障害事象（※第２報は状況、終報は終了）の連絡、④受信確認メールの返信

地方公共団体
情報システム機構

都道府県 市町村

②

① ③

④
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住基法条文都道府県の事務

住基法第30条の6市町村から通知された本人確認情報の保存

住基法第30条の7J-LISへの本人確認情報の通知

住基法第30条の13条例による本人確認情報の提供

住基法第30条の15本人確認情報の利用

住基法第30条の22市町村間の連絡調整等

住基法第30条の24本人確認情報の安全確保

住基法第30条の32本人確認情報の開示

住基法第30条の36苦情処理

住基ネットは、市町村間の連絡調整を図りながら、広域的かつ統一的な処理が行われ
ることによって成り立つものであることから、広域的な地方公共団体である都道府県が、
その構築、維持管理を行う事務及び市町村間の連絡調整、市町村への支援などを行う
事務を担う必要がある。



佐賀県の本人確認情報の利用状況 令和７年度実績（１２月末時点）

27,994件地方税法等による地方税などの賦課徴収又は調査に関する事務地方税法等

5,660件難病法による特定医療費の支給に関する事務難病法

4,234件被爆者援護法による医療特別手当等の支給に関する事務
原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法律

住基法で定める住基ネットの本人確認情報を利用できる主な事務

県の住基条例で定める住基ネットの本人確認情報を利用できる主な事務

1,656件
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に係る
事務

個人番号の利用及び
特定個人情報の提供
に関する条例

1,216件不服申立ての受理等に関する事務地方公務員法

472件土地収用法に規定する土地所有及び生存確認等に係る事務土地収用法
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第23回住基ネット審議会の開催
R６年
12月

・「住基ネットセキュリティ担当者説明会」（オンライン開催）
地方公共団体情報システム機構→（県）住基ネット担当者

・「住民基本台帳制度関係事務担当者説明会」 （オンライン開催）
総務省住民制度課→（県）住民基本台帳制度関係事務及び住基
ネット担当者

R７年
４月

・「住民基本台帳制度関係事務担当者説明会」（動画視聴）
総務省住民制度課及び地方公共団体情報システム機構→（市町）
住民基本台帳事務担当者、住基ネット担当者及び住基ネット担当
者以外で統合端末を操作する職員

６月

・「住基ネットセキュリティ現地機関調査」市町支援課→県現地機関
地方公共団体情報システム機構→（県・市町）住基ネット担当者

・「住基ネットに接続している既設ネットワークに関する総務省ヒアリ
ング」（住基ネットに関する各市町の自己点検結果等）

・「令和７年度緊急時対応訓練の実施」

10月
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【調査内容(一部抜粋）】

〇 業務端末の設置された部屋のセキュリティを確保している
・ 職員が不在となる時は、執務室を施錠しており、端末に
はワイヤーロックを用いた盗難防止を行っている

・ 執務室スペースへの部外者の立ち入りは禁止しており、
適切に管理している

〇 不正プログラムの混入防止対策を講じている
・ インターネットを介した不特定の外部との通信を行えない
ようにしている

〇 照合IDと操作者IDを適切に管理している
・ 個人ごとに照合IDと操作者IDを適切に付与している
・ 「業務以外使用禁止」の張り紙を貼付し、他者による利用、
目的外の利用を禁止している

〇 本人確認情報を適切に管理している
・ スクリーンセーバ等を利用して、長時間にわたり本人確認
情報を表示させない

・ 業務端末は利用毎に起動・終了をしており、使用途中に
離席する際には業務アプリケーションを 終了させている

・ 業務端末のディスプレイを、来庁者から見えない位置に
置いている（衝立等の使用）

住基端末 住基専用プリンタ

佐賀土木事務所

武雄県税事務所


